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～午前９時３１分  開会～ 

○議長（酒井恵明君） 

 ただいまの出席議員数13名で、定足数に達しておりますので、本日の会議は成立致

しました。 

 これより平成21年第２回基山町議会臨時会を開会します。 

      日程第1  会議録署名議員の指名 

○議長（酒井恵明君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を議題と致します。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、重松一徳議員と後藤信八議員 

を指名いたします。 

      日程第２  会期の決定 

○議長（酒井恵明君） 

 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。会期は、本日１日間と決するにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（酒井恵明君） 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

      日程第３  第62号議案 

○議長（酒井恵明君） 

 日程第３ 第62号議案 放課後児童教室建設工事請負契約についてを議題とします。 

 この際朗読を省略し、これより提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（小森純一君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。本日は臨時会を開催いたしましたところ、大変ご多用

の中皆様方ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 早速でございますが、提案理由の説明を申し上げます。 

 第62号議案 放課後児童教室建設工事請負契約についてでございます。 

 工事名、放課後児童教室建設工事でございますが、このことにつきましては、21年

第1回定例会で議決をいただき、その後準備を進めてまいりました、そして10月26日に

指名競争による入札を行いました。参加業者は、内山建設株式会社、株式会社坂口組

基山支店、鳥飼建設株式会社、安永建設株式会社の４業者による入札を行いました。

その結果、安永建設株式会社が53,000,000円で落札いたしました。請負代金55,650,000

円は消費税を含めた代金でございます。工期につきましては、平成21年11月５日から

平成22年３月26日までとなっております。どうぞご審議賜りますようお願いをいたし

ます。 

○議長（酒井恵明君） 

以上で提案理由の説明が終わりましたので、ここで暫時休憩いたします。 

            ～午前９時３５分 休憩～ 

            ～午前９時４５分 再開～ 

○議長（酒井恵明君） 

 休憩中の会議を再開します。 
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 第62号議案に対する質疑を行います。池田議員。 

○13番（池田 実君） 

 財源の内訳について確認をさして下さい。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 予算上では、4,900万が地域活性化の交付金で平成20年度の繰越分でございます。そ

れと1,000万が平成21年度の補正予算ということで前回お願いした分でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 今、こども課長が言いましたけども、その内の国費がですね、国庫支出金は

29,947,000円でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 池田議員よろしゅうございますか。池田議員。 

○13番（池田 実君） 

 もう少し明確にお答えいただけませんか。29,947,000円と1,000万円しか今話しがな

いんですけど。先ほどの4,900万円と言うのは。地域活性化。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 4,900万円と言うのは、地域活性化・生活対策臨時交付金事業というのが、4,900万

円でございます。その内29,947,000円が国庫支出金になっております。〔呼ぶ者あり〕 

 起債の方は、調べさせてもらってよございますでしょうか。4,900万の内の残りが一

般財源になっておりますけども、起債の方は調査させて頂きます。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長、今のうちに問い合わせをして下さい。それに対する質問もあるでしょう

から。しばらく時間下さい。 

 答弁調整のため暫時休憩します。 

       ～午前９時50分 休憩～ 

       ～午前９時52分 再開～ 

○議長（酒井恵明君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 どうも申し訳ございませんでした。55,650,000円の内訳でございますけどもその内

の国庫支出金が29,947,000円が国庫支出金でございまして、残りの25,703,000円につ

きましては一般財源でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 
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○総務課長（大石 実君） 

 起債はございません。 

○議長（酒井恵明君） 

 池田議員。 

○13番（池田 実君） 

 今、国庫支出金が29,947,000円となってるんですけども、民主党に変わってこれが

無くなる可能性はないんですか。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 現在のところ、これは無くなると言うのは聞いていません。 

○議長（酒井恵明君） 

 ほかにございませんか。 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君） 

 これはですね、長年の基山町のひまわり教室の移転と言うことで、子育てをされて

ある若いお父さんお母さん達の子供さん達のひまわり教室と言うことで非常に喜ばし

いことだと思います。先ほどから町長の提案理由がありましたけど、思ってたけどシ

ラットした提案理由で、もっと町民に対して、この分のどう言う施設なのか、極端な

場合、設備、エアコンが付くのか、設備内容はこの契約ではどこまで行っているのか、

ほかにどういう設備、ちょっというならエアコンの設備とか消防法組織とか、どうい

うところまで、5,500万に入っているのか、このほかに設備はどうゆうふうにしてエア

コンはつけますとか、そう言う補足説明があって、私はしかるべきと思っていたんで

すけど、ぜんぜん担当課長からの、そういう補足説明も無くてですね。表だけの提案

理由があったと私思って非常に残念なんですよ。こう言う大事な施設、町民に対して

の施設はどういうことをすると、そこまで補足説明があってしかるべきと思っており

ます。それで先ほどいわれました、総務課長が言われました、2,900万円を除き全部一

般財源ということですけど、それだけ余裕があればいいんですけど、これは当然、一

般単独事業債として、私は起債と言いますか、そういうのは認められると思うんです

よね、基山町で起債はしなくてもいいですよ、お金ありますから、後は全部2,500万し

ますと言うことですけど、こういう施設、長年、10年、20年にわたって使う施設です

よね。今の住民の方だけで一般財源にしなくて、ある程度、将来にわたって利用され

る。町民の皆さん方にとってもですよ、私は、起債が当然あると思っていますが、今、

ないということですけど、これは町のほうから申請をされる予定はなくて、うちの一

般財源で賄うという方針なのか、私は、将来の後年度負担についても将来のご父兄に

負担をしていただくためにも当然、今の住民が全額一般財源で賄うよりも、起債とい

うか10年20年の起債、当然単独事業債として県のほうから認められると思いますけど、

5,565万円のどういうとこまでの設備なのか、その他に備品として別途あると思います

けど、その辺の設備内容、これは建物だけなのか、それと財源内訳について質問いた

します。 
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○議長（酒井恵明） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 放課後児童教室の建設工事につきましては、いろいろ議会の方からもご指摘があり

まして、やっとこの段階に来たということでございます。資料のですね、平面図を見

て頂きたいと思います。位置につきましては、前のページに戻りますけれども、基山

小学校の一番南西ということで、中学校との境の道路のところに、教育委員会と協議

をさして頂いて、この場所に設置をさして頂くということになります。次の平面図で

すけども、先ほど議員さんから言われました、エアコンとか消防設備とか緊急の連絡

の設備等については、すべて入っております。それと前回もご説明したかもしれませ

んが、１階には、多目的トイレ等を設けております。基本的には、1階２階とも同じよ

うな作りになっていまして、２教室に分けることを前提に設計をしていただいており

ます。 

広さ的には十分ではないかもしれませんが、一応、当初お願いしておりました60名、

60名の120名を想定しておるということで、この延べ面積からしますと120名で割りま

すと2.47平米１人当りですね。ガイドラインでは1.65平米以上ということで示されて

おりますけども。これが生活スペースというようなことで、細かくは指示がされてお

りませんけども、フローリングと言いますか、横に線がずーと入っている、床の部分

だけで見ますと、1.85平米ございますのでこれが生活スペースととらえるとある程度

ガイドラインに添った数字にはなっていると思っています。それから、一番左したに

はそれぞれ静養コーナー、あまり広くありませんが、畳３枚分とって頂いたのと、そ

こを兼用で指導員さんの休まれる場も一緒に使って頂ければと思っております。 

それから、このほかの机とか下駄箱とか備品関係については、別途予算化をさせてい

ただいておりますので、その中で対応さして頂くということになると思っております。 

その後の図面につきましては、それぞれ東西南北から見た立面図となっておりますの

で、見て頂ければと思います。外観の色とか色調関係については、小学校と違和感が

ないようにと話をさして頂くと思っております。以上でございます。 

○議長（酒井恵明） 

 総務課長。鳥飼議員の質疑に対して、答弁できる範囲でいいです。 

○総務課長（大石 実君） 

 起債の関係は、臨時交付金の場合説明等がぜんぜん無かったと言うことを言ってお

ります。交付金の補正をお願いしたのが３月だったですね期間的になかった関係もご

ざいますけども、その件についてはですね、調査をさしております。多分そういった

起債関係の説明等がなかったから、できなかっただろうということですけれども、は

っきり確認はしておりませんので、申し訳ございませんけど後でお知らせをしたいと

思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○4番（鳥飼勝美君） 

 こう言う説明を町長が、提案理由の後にですね、こども課長が言われたような、資
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料があるから、これについて、町長がいつも言われる協働のまちづくりの説明責任と

思うんですよ、町長は提案理由を何行か言われて、後でですね担当課長さんなりにこ

う言うことで、議会に対する説明というのは、町民に対する説明ですから、こう言う

施設を作りますよと、当然あってしかるべき、あるものと私は思っておったもんです

から、今後ともやはりそう言うのは積極的に、聞かれてからしか答えんと言う考えで

なくて、自ら情報開示をお願いしたいと思います。それと先ほどの総務課長の今のご

質問ですけどね、基山町については、それだけ財源が裕福だから、全部一般財源でし

ますから、説明も無かったから、起債も何も知りませんですよと、そういう事ではな

いと思いますけど、やはり県と財政当局と検討をして、施設にもよりますけども、こ

う言うように長く使う施設については、経費の削減と言いますか、あれば現金で買え

たが一番いいですけどね、その検討は当然されてしかるべきであって、そういうこと

について今後とも十分体制をしていただいて、財源内訳については、現年のいまの人

達だけに負担すべき性格のものではないと思いますので、その辺は十分検討して下さ

い。 

○議長（酒井恵明君） 

 松石議員。 

○10番（松石信男君） 

 平面図を説明して頂いたんですが、２教室に分けると言うことで、４年生まで受け

入れるというふうに聞いとりますが、これは、１階と２階どういうように分けられる

のかですね、説明をお願いします。 

○議長（酒井恵明君 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 ２クラスに分けるということでしておりますが学年を見ますとですね、非常にばら

つきがあってですね、例えば１年２年、３年４年を一緒にしようといっても人数がば

らつきがございます。その分いかないのがございますので、先生方ともいろいろ話し

をしているんですが、逆に１年と４年を組み合わせたりとか、２年３年組み合わせて

もいいんじゃないかと、１年生の小さい子を４年生が見るということも指導上非常に

いいと言うことで、今、指導員の先生方とお話をしております。人数的には出来るだ

けバランスが取れるようにとは思っておりますけれどもその当り若干、組み合わせと

言いますか、検討しているところです。後は地域で分けるか、ということもしており

ますけども。地域となりますと非常に、逆に先生方の把握も難しいし、隣に友達がい

るからと、保護者の方からも意見が出て非常に反論しにくいと、基本的には、学年で

分けていと言うふうに思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 松石議員。 

○10番（松石信男君） 

 基本的に学年でと言うことであればですね、例えば１階は１、２年生を中心にと２

階は３,４年生を中心にと言う形に基本的にはなる。いや先ほどね、私もそうかなあと

思ったんだけど、１年生を４年生が見るというのも非常にいいのかなと、見るわけで
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はないんですけど、一緒に遊ぶと言うか、私いいのかなあというふうに思うんですが、

基本的には、１、２年生と３、４年生という形になると、いうふうに理解していいん

ですか。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 今言いましたように、同じような人数にならない場合も含めて、学年を飛ばして１

年４年とする場合もあるし、２,３年一緒にするとか、最終的に決定はしていません。

ただ地域別に分けると言うのは、ちょつと難しいかなと思っています。 

○議長（酒井恵明君） 

 松石議員。 

○10番（松石信男君） 

 分かりました。トイレ１、２階あるんですけれどもトイレについて説明をお願いし

ます。１階のトイレと２階のトイレと多目的も含めてどういうふうな、もちろん男女

に分かれていると思いますが、洋式、和式を含めて。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 平面図の方を見て頂くと１階が上のほうの図面になります。一番左上の角ですね、

が男子のトイレ、それから女子のトイレになります。真ん中あたりが多目的ＷＣと言

うことで、これが身障者の方を想定してということで、１階には、多目的トイレを作

っています。当然、男女兼用ですから、足りないときは、健常者の方も使うと言うこ

とになろうかと思っています。2階につきましては、上のちょうど真ん中辺りになりま

す。階段の上がりのところになりますが、その所が女子トイレ、その下が真ん中あた

りになります、男子トイレと言うことで、それぞれ１階２階にトイレを設置しておる

ところでございます。 

洋式と言うことでしております。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○2番（重松一徳君） 

 あの何点かについて質問したいと思いますけども、まず1点は、小学校の改築にして

もそうですけども、改築して、完了して、実際それを活用する段階になって問題が出

てくる、シックハウス症候群についてですけども、この辺の関係は今回の学童保育に

ついては、十分検査されているのかと、問題になるのが、必ず完了してですね、実際

それを活用する段階になって、いろんなシックハウス症候群によるトラブルが起こる

と言うのがありますので、この辺がどうされているのかと言う点と今、学童保育、旧

公民館を使ってされていますけども、例えば生活塾きやまと支援されておりますね、 

楽縁きやまが、こう言うふうに学童保育も今、いろんな方の支援に基づいて運営され

ておると、今回新しく小学校に作った段階で、今までの支援組織と今後どのようなか

かわりを持っていくのかと場所は例えば旧公民館をそのまま、例えば楽縁きやまが使
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うというふうになれば、場所も離れると、言う問題も起こりましょうし、この辺の関

係ですね、どのように考えられているのかなあと思います。まとめて質問しますけれ

ども、あとですね、契約の関係ですね、条例で5,000万以上については、議決に付すべ

き中身になってるわけですけども、私が例えば、市は1億5,000万とかですね、県は５

億とかありますね。この基山町の5,000万と言うのがですね、いつの段階から5,000万

になっているのかと、と言うのは、例えば、基山町の50億からの財政規模からしてで

すね、5,000万ぐらいをいちいち議決を求めるのはですね、私はどうなのかなあと思う

んですね。これいつぐらいからなっているのかと、国からの諮問といいますか、国が

こうしなさいと、町だけで単独に金額の変更、例えば１億から以上とかにですね、出

来ないとかという問題があるのか分かりませんので教えて頂きたい。それからですね、

あと１点ですけども今回４社が入札に参加されていると、例えばどういう基準に基づ

いて、一般指名競争入札４社になったのかと、必ず基山町の場合でもですねこの業者

のランクがあると思うんですね、Ａランク、Ｂランク、Ｃランクまであるかどうか分

かりませんけども、それに基づいて業社を指名して呼ばれて、それが４社しかいなか

ったと、5,000万ぐらいの工事ですので、例えばもう少し個人の建設会社とかですねあ

ろうかと思いますし、その辺ぐらいまで幅広くですね、今から先、業者選定で呼ぶよ

うな施策をしないと４社か、５社ぐらいでなるとこの辺のランク分けですね、ランク

分けとそのランクに何業者が基山の方で、指名の申請を出されているのかと、言うの

が分かれば、この辺についても一緒に教えて頂きたいと思います。以上４点質問しま

す。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 ただいまの質問で、シックハウスの関係については、設計業者の方と話もしており

ますので、そう言うことは無いと思っております。床の方にも椋の木といいますか小

学校に張ってるのを使うようにしておりますし、そのあたりで対応と言うことでさし

て頂いております。それから楽縁きやまさんの協力を今得ております。時間延長の分、

今６時までですから、それを７時まで見て頂いておると、これについては一応うちの

方が時間延長の分の対応が出来ておりませんので、ひまわり教室の分だけというふう

になります。こちらとしては、時間延長するならば、当然コスモス教室の方もとなり

ますから指導員さん方と話しをしております。これが来年の４月からすぐできるかど

うかわかりませんが、なかなか貴重な時間６時から７時までということですので、非

常に難しいんですが、協力をいただけるように今指導員さんと話をしております。22

年の４月からすぐできるかどうかは未定です。こう言うことも、楽縁きやまの責任者

の方とお話をしております。最初、何とか一緒にそのまま継続して出来ないかという

こともお話をしておりました。例えば、小学校の方に移りますから、ひまわり教室が

ですね、今の状態のように２階にぽんと上がるというふうには出来ませんので、迎え

に来て頂くか、送ったりするかということも、時間延長になる場合ですね、非常に危

険も伴うし、どうかなということでですね、話をずーとしておりましたけれども、や

はり対応としては、こちらの指導員さんに協力を頂いて時間延長なりをしたがいいだ
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ろうというふうな話になっておりますので、今、ちょっと協議中ということであと、

楽縁きやまさんの方は、もしそういう時間帯を町の方でされるならば、私たちはかま

いませんと言うことを言っていただいております。ただ、楽縁きやまさんの方には、

内が対象年齢としている３年生以上の方も見ておられますので、そのあたりで、今ま

でどおり継続をされるのかなあと思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 こども課長、シックハウス症候群も協議中、支援組織の方も楽縁さんとも、指導員

さんとも協議中ということでございますが、協議が済めば早い段階でまた議会の方に

なんらかの形で、報告していただきますよう議長から要請しておきます。 

○こども課長（内山敏行君） 

 シックハウス症候群は、設計段階から対応してもらっていると言うことです。 

 支援組織の方は分かりました。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 ご質問の分でございますけれども、5,000万以上の根拠と言いますか、それにつきま

しては、地方自治法の96条第１項５号にその種類及び金額について政令で定める基準

に従い条例で定める契約を締結すること、と言うことになっております。その政令に

つきましては、地方自治法施行令の121条の２の第１項によりまして、町村においては、

5,000万円以上、市に置きましては、先ほど言われましたように15,000万円以上、政令

都市で確か３億以上だったと思います。そう言うふうに決められておりますので、そ

れに基づいて条例で定めております。４業者と言う件でございますけども、一応、5,000

万円以上は、建築一式の場合はＡ級ということでしております。Ａ級につきましては、

県の等級表のＡ級及びＢ級に該当するところをＡ級としております。基山町内では４

業者しかございません。以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 重松議員。 

○２番（重松一徳君） 

 シックハウス症候群の関係は、科学的に調査をしないと「無いと思います」という

ことだったら後で問題が起こると思うんですよ。特に軽量鉄骨なんかを使ってする場

合は、塗装を大分下にする関係もあって、具体的に化学的に検査をする中でしとかな

いとあとから出てきたときが、問題が起こるのかなあと思いますので、これは設計段

階からどういうふうな塗料を使うとかどう言う材料を使うとか言うのは資料としてか

ら提出されてるんですか。 

○議長（酒井恵明君） 

こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 すみません。資料としてと、塗料の内容までどこに書いてあるか、私も見ておりま

せんが、一応細かい設計書が上がってきております。この中で鉄骨の内容だったり釘

の１本まで全部指定がされていてですね、材料等についても例えば床の部分であれば、
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檜の何センチのを使うとかですね、そいったのは全部指定がされていますので、塗料

関係も示されていると思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

重松議員。 

○2番（重松一徳君） 

 私も具体的に専門的なところまでは詳しく知りませんけれども、いろんな今アレル

ギーを持ってある方とかですね、いらっしゃいますし、子ども達の中にも沢山そうゆ

うあれがありますので、なるべくトラブルが起こらないように事前に対処できるとこ

ろは、対処して頂きたいと思っています。契約の関係で質問していた部分で、この5,000

万と言うのが、私はもう、金額は上げるべきなのかなあと、議会にかけるあれですね、

基山にＡ級が４社と言う話でしたよね、基山に指名願を出している業者ですね、先ほ

ど言われましたＡ級、Ｂ級、これは県のＡ級、Ｂ級が県に出しているのが４社と言う

ことでしょう。基山のですよ、今実際に建設業で出されてる業者がですね、何社あっ

てから、Ａランク、Ｂランクですよね、Ａ級、Ｂ級これは何社あるのかと言うのを知

りたいんですよ、なぜかと言うとずっと私も廻ってて実は基山の入札そのものが少な

くていると、出来れば、自分達は小さな会社だけども例えば施工管理技師もちゃんと

いると、基山町に入札も出しているんだとしかし、ランク的に見れば呼ばれないと例

えば、ＪＶ方式を組んででも参加したいと言う業者もいらっしゃると思うんですね。

だから今から先基山が公共事業で業社に対して仕事を落とすときになるべく幅広くす

るような施策を考えていかないと、ここ議員になって何回か見ますけども、どうして

もある程度大きい工事数が限られていますね。基山町内の業者数が。その辺はもう少

し、どうかやり方も含めてですね、検討して頂くべきかなあと思って、数的な物を聞

いております。これまた今日でなくてもいいですけども分かれば教えて頂きたいと思

っています。 

○議長（酒井恵明君） 

総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 町内のＡ級は、先程言いましたように今回４社でございましたけれども、Ａ級に該

当するもともとの数は５社ございます。ただ１社が辞退等しておりましたものですか

ら、それは入れておりません。Ｃ級が１社でございます。以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長、町内のＢ級はおられないと。総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 Ｂ級は１社でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 後藤議員。 

○３番（後藤信八君） 

 ちょっと確認ですけど、先ほど鳥飼議員の質問の中で設備の内容についての質問が

ありましたけど、はっきりして頂きたいのは、６月の補正の時に456万ですかね放課後

児童教室備品整備で臨時交付金を活用して予算化をされております。そのときの説明
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の中に机とか道具入れとかカウンターとかですねそういうものを追加予算として入れ

ておりますけれども、この図面で設備概要が載っておらないので、分かりません。 

5,565万でどういう設備、備品があって、それに入らない部分がですね、456万の予算

のほうであると、言うようなことが全然分かりませんので、良く見ると図面の中カウ

ンターと言うのが１、２階とも入っていますね、前回の説明の中ではカウンターも456

万の中から事業費として計上するということを聞いとりますけども、その辺の本体工

事と本体に伴う設備と追加備品とのですね、区分はどうなっとるのかちょっと教えて

頂けませんか。 

○議長（酒井恵明君） 

こども課長。 

○こども課長（内山敏行君） 

 この建築工事の分と備品の関係ですけども、明細を上げておりませんので、大変申

し訳ございませんが、カウンターということで点線で入っとりますけども一応示すだ

けと言うことで、カウンターの分については、備品扱いで考えております。それとそ

の下の給湯関係は工事の中に入っております。それと備品につきましては、子ども達

が利用する机、座卓関係、それから椅子、それと下駄箱、傘立て等を備品扱いにした

いと、カウンターもですけどもそう言ったものを備品に扱いたいとそれから本箱等こ

れは今から指導員さん方と設計の平面図を見ながらですね、配置関係を考えながら決

めていきたいと思っています。 

○議長（酒井恵明君） 

後藤議員。 

○3番（後藤信八君） 

 こう言うの出されるとき何か一体的にあとの予算案も出とるわけなんで、設備の概

要みたいな形で、参考資料として付け加えて頂いとくとですね、あえてわざわざ質問

する必要も無いし、なんかこの5,565万円の議決の資料として、図面はしっかりありま

すけど、専門家が見たらこれがこんくらい掛るからこんなもんかなあと分かるかもし

れませんけど、概要がぜんぜん分からんのですよね、概要が、全協のときは、これが

重量鉄骨で、耐震をきちっとしてですね、そういうことを言われたから5,565万円もか

かるんでしょ、普通のこれくらいの大きさだったら軽量鉄骨で十分なぐらいの住宅で

すよね、これ、人が50人も100人も乗るから重量鉄骨にせないかんとそう言うことで

5,565万円も掛かるわけで、その辺のデーターも資料も何も無しに図面と請負契約だけ

でですね、これでは本当に何も分からんというか、残念ながらそう言う気が致します。

資料で結構ですので、今後のこう言う大型案件についてはですね、是非そう言う資料

を添付して頂きますように要望しときます。よろしくお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 先ほどの重松議員の質疑に対しての答弁の訂正をしたいと言う要請がありましたの

で、許可しておりますので、総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 基山町内の業者の件ですけども、Ａ業者４業者、これは基山町のＡＢＣで言っとり

ます。基山町のＡ業者が４業者で、基山町のＢ業者が１業者で、基山町のＣ業者が１
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業者でございます。そう言う事でお願いします。辞退者はございませんでした。すみ

ません。鳥飼議員のもお願いします。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員のもわかっていますか。それでは、鳥飼議員の質疑の答弁もここで、許可

します。総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 起債の関係でございますけれども、制度としては可能であろうということです。た

だ、一般単独の起債に関しては、交付税の措置は一切無いと言うことでございますの

で、借金だけになると言いますか、利息だけ付くから今回は一般会計から出したと言

うことでございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 鳥飼議員。 

○４番（鳥飼勝美君） 

 今起債関係の説明があって、はっきり言ってですね、起債は借らんほうが一番よか

つですよ、利息もつくから、それだけ基山町が財政的にいい事で、健全財政の上では

70億からの起債残高がありますからね、私が言ってるのは、基本的に長期に使う施設

については、今の住民たちだけに負担させるんじゃなくて、将来的に利用される人た

ちも応分の負担をするべきではないかというふうな考えを持っておりますから、いや

それでもいいですよと、基山町今財源がありますから、全部今の世代で払います。こ

れが一番いいと思いますけどね。そう言う事はですよ、財政当局が十分理解をしてあ

ると思いますけど、どういうもんかと、先ほど言われてますように交付税で跳ね返ら

ないから全部うちから、と言う手もありますが私は、国が緊急措置でして、補助を半

分以上も付けるような事業にされてるから、当然それについては、起債についても私

は、交付税とか今無いとおっしゃいましたけど、勉強してもろてですね、実際そう言

う道もあると思いますから、良かったらですね、全額とは言いませんけど５０％でも、

一般単独債とか、いろんな名目でですね、金利も安いとがあるとば、私はそう言うこ

とで起債についても十分検討されて財源内訳を検討して頂きたいと思います。 

○議長（酒井恵明君） 

 片山議員。 

○５番（片山一儀君） 

 この資料を貰って、戸惑ったんですね、鳥飼議員から或いは後藤議員から話が出て

ますが、何を決めてもらいたいのか、提案理由が何も書いてない、説明ありましたけ

ども、なにを議会で決めなきゃいけないのか、その決めるための資料が、本当に付け

られてるのか、例えばですよ、今、談合だ何だといわれる時にですねなぜ指名競争入

札を選んだのか、一つ理由が、それから次は予定価格がどうであったのか、予定価格

の決め方で、この前言ったように落札はいくらでも変わってくるわけです。ここで決

めるのは、この落札をした金額とか入札の結果を議会で承認を得るわけです。それに

必要なデータは付いてるか、私は付いてない。じゃあ落札は議会で何を求めようとし

ているのか。先ほど楽縁きやまとか何とか説明がありましたけども、こんなことは運

用ですから、運用を言ってるわけではないわけですね、箱物がどういう価格的に良か
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ったのか、入札が指名で或いは一般でと言うのがどうだったのか、予定価格はどうだ

ったのか、どうやって決まったのか、それ概略なかったら入札がどうかという問題が

出てくるでしょう。次は落札率の問題が出てきますね。そう言う資料が一切ついてな

い、何を議会に求めようと行政がされているのか、理解できないんです。原因は提案

理由が明確でない、その提案理由を説明しょうとする資料が揃ってない、そこに一貫

性がないからだと思うんですね。先ほど鳥飼議員から財源の問題がありました。財源

の心配も結構ですが、一番大事なのはここで、議会でなにを求めようとされているの

か、何を議会で決めるのか、運用とかなんかは、今入札の関係ではないと私は思うん

ですね。今議会に問われているのは、この入札がどうであったかということだけなん

でしょ。そしたら当然概略でもですね、ようするに６月議会で補正が組まれたけれど

も、もともとの仕分けは、建物はこれだけ含んでいるんですよ、エアコン含んでるん

ですよ、したがって、耐震性があるんですよ、これだけの価格は妥当ですよと、説明

が基本的になきゃ、議会も審議のしょうがないんじゃないですか、いつも私提案理由

拘るんです。なぜかって言うのはですね、いつも明確でないから、あと、すきーと1

本筋が通らない、理路整然とならない、鳥飼議員からさっき説明があった、当然私は、

あれはこっちから質問しなくてもあるべきで、指定業者は何件あるの、なぜ指定した

か、指定業者はこれだけ該当があるんです。それ全部出したのか、出さなかったのか、

ただそう言う事はないと、この臨時議会を招集された意味がないんじゃないかと思う

んですが、町長いかがですか。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君） 

 なにを決めればいいのかと言うことでございますけども、入札をして落札をしたと、

それを議会でご承認いただくというようなこと、それには確かにいろいろな説明が足

りなかった部分もあろうかというふうに思いますけども、指名競争入札が、どうかと

言うようなその辺からすべてをご説明するというような所までは考えていなかったと

いうようなことでございます。予価格に付きましてもこれもやっぱり、説明しなきゃ

いかんだったと思いますけども、最後に入札成績表というようなこと、このあたりも

付けてはおると思います。そう言う事でもっともっと説明責任というか、そういうこ

とは必要だろうとは思いますけども、今の時点での執行部、行政の取り組みと言うよ

うなことでご理解いただきたいというふうに思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 片山議員。 

○5番（片山一儀君） 

 あのいつもこう行政を仕事を見ていてですね、あらゆる世界で二分分析というんで

すよ、何を具体的に達成しなきゃいけないのか、この議会でですね、そこあたりをき

ちっとされると提案理由が明確になるとですね、あと出す資料当然明確になってくる

わけですね、今日ここで決めなきゃいけない事項は決まっているわけですから、そう

しないとここで議会が何も審査も情報がなくて判断することね、情報なくして結審な

しという言葉がありますが、情報が与えられなくて、１回、1回質問してですね、まあ



 - 17 -

いろんな質問が出てましたけども、実際、ここでやるべき事項に、こう言う、きちっ

と説明を、事後ですね、これ5,400万円のあれですから、と言うことではないんですけ

どもそういう一環した資料を説明して頂いて、なるほどそれでこれは妥当だなあと賛

成ですね、いやこれはおかしいですね、とこう言うことになるんじゃないかと思うん

です。それでは事後よろしくお願いをして質問に変えさせていただきます。 

○議長（酒井恵明君） 

 他にございませんか。平田議員。 

○12番（平田通男君） 

 いろんな議員さんからいろんな質問が出ましたけども、やはり最終的には今片山議

員がおっしゃったことが、私は当たっているんじゃないかと思いますが。やはり執行

部はもっと臨時議会まで開いてですねそして審議をするということをもっと重く踏ま

えてやはり、提案をしっかりして頂きたいと思います。だいたい今までですね、こう

ゆう事業を展開する場合に１回この予算は通っているんですね、4,900万までは、で今

回新たに600万ぐらいを要するわけですが、その中で1,000万の提案がなされています

けども、たまたま今回はですね、まだ契約もしていなかったということで、追加予算

が要ってそのために5,000万を越したわけですね、そのことは町長ご存知なんでしょう。

4,900万は予算とっくに通ってるわけですから、だから手法としては、まあ実際出来な

いと思いますけども、まあ5,000万以下に押さえてそしてやれば議会を通さんでもいい

わけですね、現実的には、当初予算の中で示す、わざわざ臨時議会まで開いてですよ、

臨時議会を開く理由はまだ契約をしていなかったので、当然開かなくてはいけない結

果になったわけですから、提案理由を説明される場合にそこをぴしゃっと押さえてい

ただいて、やはり説明をされるべきだと思います。資料をちゃんと提供してなぜ5,000

万を越したのか、5,000万を越すためにどういう物がいって、どうなったと言うことを

まず説明されることが大前提だと思います。いままでこう言う審議をしてですねこん

な意見が出たことはありませんよ。簡単に通ることですよこれ。入り口でつまずいて

いるわけでしょう。私はもっと執行部は勉強してもらいたいと思います。簡単に臨時

議会を招集してそして、提案理由も何も説明しないで、簡単にスートと通して、我々

が何を審議すればいいのかということも分からない、そういう提案の仕方は無いと思

います。私は今後それは改めて頂きたいと思います。以上です。 

○議長（酒井恵明君） 

 町長。 

○町長（小森純一君） 

 ご指摘のことは、私も分かりますけども、この追加、4,900万から1,000万近くの追

加をお願いしたと言うことは、補正予算の中でお願いしたと言うことは十分ではなか

ったかも分かりませんけども、トイレがいろいろあるということ、それから外部の階

段をつけにゃきゃいかんということ、そういうもろもろがあって、追加をさせて頂く

というようなことで、補正でやっていただいたというような気が致しております。そ

れから、先ほど片山議員のご指摘にもありました、なにを決めればいいのかというこ

と、それに関しましても、いわゆる地方自治法第96条の第１項第５号の規定によると

いわゆる契約をする前にはやっぱりちゃんと議決をしていただかないと5,000万以上
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ははとそれで、お願いをしておると、この辺の私もここまで説明をするべきだったか

も分かりませんけど、議案として書いておりますので、そこまでは致しませんでした。

そういうことでておちもあったと思いますけども、今後ともいろいろ考えて準備して

いきたいと思っております。 

○議長（酒井恵明君） 

 平田議員の要望はですね先ほどからでとる、冒頭に鳥飼議員からも出る、片山議員

からも出た、そういうことを十分踏まえてですね、今後はひとつ提案して頂きますよ

うに議長からもお願いしときます。 

 ほかにございませんか。原議員。 

○11番（原 三夫君） 

 今回の工事請負の問題ですけど、これに参加した業者が４業者ですね、これ規則で4

業者以上と以前私たちが議会に入った時期は五業者以上だったんですね、その中でそ

の期間中に規則が改正されて４業者以上と言うことで、４業者でやったという事でご

ざいますが、今回のこの工事についての指名願い、該当する指名願い、基山町内と町

外、これに該当する指名願いは何社あるんですかね。今回のこの該当者と言うのは県

のＡＢですよね建築の、それが該当者ですね。でしょ、今度の入札４件は、県の指名

願いの等級でＡとＢの人が基山のＡと言うことで、基山ではＡ級なんですね、県のＡ

Ｂが、基山町ではＡ級なんです。それが４社と言うことできたわけですね、だから県

のＡとＢの等級の方が基山町に指名願いを出してある業者は何件あるかということで

す。それを聞きたいんです。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 申し訳ありません。基山町内は分かりますけど、ほかの分は分かりません。 

○議長（酒井恵明君） 

 原議員 

○11番（原 三夫君） 

 と言うことはね、基山町の分は分かるけど、鳥栖市とか佐賀県内三養基郡内とかそ

の業者の指名該当者は分からないと指名願いを出した、基山町が認めてるやつですよ、

それが分からんということはまったく、はなから、まったく基山町内だけと入札業者

は、そうなるわけですよ裏返せば。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 指名業者は先ほど言いました４業者と言うことで決めています。町外につきまして

は、指名願いは町外の方も出してありますけれども、それについては調べておりませ

ん。基山町に指名願いは出してあります、しかし何業者あるとかいうのはちょっとこ

こでは分かりません。今回、この主旨が地域活性化ということもございましたので、

基山町内の業者と言うことでしております。 

○議長（酒井恵明君） 
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 原議員。 

○11番（原 三夫君） 

 はい、そういうことですね。それで鳥栖の方は入れないということで、それはもち

ろん条例ありますので、基山町に支店とか営業所がなければね、これは該当しないと、

それとか特別な技術の問題とか、そういうものが対象であれば鳥栖からでも入れると

いうことですけど、ちょっと今日のこの問題とちがうかなあと思いますけど、その辺

の枠の取り外しは考えておられるのか今後ですね、今後その辺の枠の外し方、これを

ずーと守っていこうとされておるのかもうちょっと広めようとか、その辺の考えは、

いやこれはですね、なぜ私はこう言うことを言うかというと、国の方のやり方施策で

もですよ、指導の中にもあるように入札関係を見直すという適正法の問題が法律もち

ゃんとでけてあるじゃないですか、基山町はいっこうに解決の方向に勉強されてない

んじゃないかという気が私はするんです。入札適正化法。まったく変わってない基山

町というのは。そういうところでは、と私は思っています。それで、端的に今後もず

ーとこういう方法でやっていこうと考えられているのか、いやもうちょっと考えてい

こうと、一般町民の考え方からちょっと乖離していると、そういういろんな問題をも

ってあると思いますけども今後の問題として、この入札に外れるかもしれませんけど、

基本的な考え方、スタンスはどうゆうふうに思ってあるのか、そこだけでいいです。 

○議長（酒井恵明君） 

 総務課長。 

○総務課長（大石 実君） 

 入札関係でございますけれど、まずは今回の件につきましては、地場産業の育成も

考えていかなくちゃいけないと思っています。それと、さっき言われてように競争を

するということですね、それで、現在まで全然改善されてないということでございま

すけれども条件付の一般競争入札等も徐々に増やしはして来ておりますので、そうい

ったことで、随時入札に関しては今後も検討をしていきたいとは思っています。今後

地場産業育成とそう言った競争性を保つためには、やはり条件付の一般競争入札を増

やしていかなければいけないと思っております。以上でございます。 

○議長（酒井恵明君） 

 ほかにございませんか。 

 無いようですので、第62号議案に対する質疑を終結致します。 

 次に第62号議案に対する討論を行います。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（酒井恵明君） 

 ないようですので、討論を終わります。 

 第62号議案を採決致します。本案を原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

     （賛成者起立） 

○議長（酒井恵明君） 

 全員起立と認めます。よって、第62号議案は原案どおり可決しました。 

 以上をもちまして、平成21年第２回基山町議会臨時会を閉会します。 
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        ～午前10時51分 閉会～ 
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